反対討論

　6番、金崎ひさでございます。「陳情第2-15号『最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書』の採択を求める陳情書」に対し、委員長報告に反対、すなわち、本陳情に反対の立場で討論に参加させていただきます。

委員長報告にもありましたように、この陳情は、最低賃金の地域間格差をなくし、最低賃金を引き上げるとともに中小企業支援策を拡充するよう、国に意見書提出を求めています。
12月1日の総務建設常任委員会を傍聴しておりましたが、その中で、コロナの渦中にある今、最低賃金の引き上げを要求する時期ではないのではないか、という委員の意見がありました。そして、議長から国会に出向いた時の話として、今後は地方自治体からの陳情は真摯に受け止め、今までとは少し違う対応をするとの報告もありました。
私は今まで最低賃金の引き上げに関しましては常に賛同し、それを望んで参りました。時間はかかりましたが、やっと1000円台になり、この陳情のように1500円に届くことが必要かとも思います。しかし、今、1500円以上という金額を明記した意見書提出の陳情には反対です。コロナ禍にあり、全ての人が少しずつ我慢しなければならない時期において、状況をわきまえての意見書提出にすべきと思います。
そして、最低賃金の地域間格差をなくすべきとの意見について、生活状況の地域間格差がある以上、最低賃金の地域間格差はやむを得ないものと思います。日本全国どこに行っても金銭的に同じレベルの生活が営まれる、というのが理想と考えての陳情かもしれませんが、私は、縦長の地形の日本だからこそ、それぞれの地域が特徴を持って、豊かに暮らしていけることは、ある意味、素晴らしいと感じています。
以上、2点の理由により、陳情2-15号に反対する私の討論を終わります。
ありがとうございました。
